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中野区立療育センターアポロ園における個別指導の児童福祉法内事業化について 

 
平成２４年の児童福祉法改正に伴い、集団療育及び個別療育については、自立支援法から

児童福祉法の法内事業となったが、中野区立療育センターアポロ園では、法改正以前から区

の要綱により実施していたため、個別療育（個別指導）については、単独事業として実施し

てきた。 
昨年９月に開設した、中野区立南部障害児通所支援施設（通称「ゆめなりあ」）においては、

個別療育（個別指導）及び集団療育について、児童福祉法の法内事業として実施しているこ

とから、同一施設間の事業の位置付けを統一し、利用者負担の公平性を図るため、療育セン

ターアポロ園における個別指導を児童福祉法に基づく法内事業として実施することとする。 
 
１ 事業法内化の概要 
（１） 個別指導の拡充 

実施時間を拡充する。 
現在：土曜日は午前中のみ → 土曜日も全日実施 
事業内容（※）には変更がない。 

    ※事業内容：保育所・幼稚園等に在籍する障害や発達に課題のある児童に対し、個別又は小

グループで日常生活において必要な訓練を行うものである。概ね月２回の頻度

で１回あたり１時間の枠で実施している。 

（２）法内化の実施時期 
   平成２９年１０月 
（３）利用者自己負担の発生 
   児童福祉法に基づく自己負担（障害児通所給付費総額の１割）が発生する。 

  例：自己負担額は１回あたり約６００円 
（障害児通所給付費総額（児童１人あたり） 約６，０００円の１割負担相当。

月２回が標準的な利用頻度） 
     ＜参考＞ 

      ・利用者の状況（平成２９年１月末時点） 

       現在、個別指導利用者１９６人 今後、利用申請後、税情報により自己負担限度額が

確定  

 ・自己負担金限度額      

生活保護世帯及び区民税非課税世帯は自己負担金なし 

       所得割２８万円未満     月４６００円 

       上記以外        月３７，２００円 



（４）必要な手続き 
   利用者は、通所受給者証を申請し、障害児支援利用計画を作成する必要が生じる。 
 
２ 今後の予定 
  平成２９年 ３月  子ども文教委員会報告 

４月～ 個別指導利用者及び事業者等への説明会実施、周知（文書配布） 
        ７月～ 通所受給者証申請等利用手続き開始 

１０月  児童福祉法による事業に移行 


